
 

【問】被相続人甲は令和 7年 5月に死亡しました。 

甲の相続人は長男と次男の 2人です。甲は生前に全

ての財産を長男に相続させる内容の公正証書遺言を

作成しており、その遺言に基づいて長男は、相続税の

小規模宅地等の特例（租税特別措置法（措法）69 条

の 4。以下「本特例」）の対象となり得る複数の宅地

を全て取得しました。しかし、遺言の内容に納得でき

ない甲の次男は、令和 8 年 2 月に長男に対し遺留分

侵害額の支払請求をしており、甲に係る相続税の申

告時までに侵害額が確定しない見込みです。 

上記の場合において、甲に係る相続税の計算上、次

男の同意を得られないことを理由に、長男は本特例

の適用を受けることができないのでしょうか。 

 

１．結論 

   相続税の申告の時までに遺留分侵害額が未確定の

場合、甲に係る相続税はその侵害額請求がなかった

ものとして課税価格を計算します。本問の長男は、

遺言により相続財産の全て
．．

を取得しているため、本

特例の適用対象宅地等の選択において、他の相続人

（次男）の同意は不要であり、他の要件を満たすこ

とにより、本特例の適用を受けることができます。 

 

２．解説 

（1）遺留分制度の概要 

   被相続人の財産は、基本的には被相続人の意思

で自由に処分することができます。しかし、被相

続人が相続人以外の第三者または一部の相続人に

対して、全財産を贈与または遺贈したような場合

には、他の相続人が全く財産を取得できないとい

う事態も考えられます。そこで民法では、相続財

産のうち一定割合については「遺留分」として、

兄弟姉妹以外の相続人に権利を留保することとし

ています（民法 1042条）。具体的には遺留分権利

者（遺留分を主張する相続人）が、受遺者又は受

贈者（以下「受遺者等」）に対し遺留分侵害額に相

当する金銭の支払を請求することができ、受遺者

等は遺留分権利者に対し遺留分侵害額に相当する

金銭を支払うことになります（同 1046条、1047

条）。 

 

（2）遺留分侵害額請求があった場合の相続税計算 

    遺留分権利者が遺留分侵害額の支払を請求し、

金銭を取得することになった場合、遺留分権利者

は、その金銭債権は相続により取得したものとし

て相続税の課税対象となり、その金銭を支払うこ

ととなった受遺者等（遺留分義務者）について

は、その金銭債務はその者の相続税の課税価格か

ら除かれます。 

   ただし、相続税の申告時に当事者間にその請求

について争いがあり、遺留分侵害額が確定してい

ないときは、不確定事実を基として課税すること

は事実上困難であることから、その請求がなかっ

たものとして課税価格を計算することになります

（相続税法基本通達 11の 2‐4、同逐条解説）。 

 

（3）本特例の適用要件 

   本特例は、個人が相続又は遺贈により取得した

宅地等のうち、被相続人等の事業用又は居住用に

供されていた一定のものがある場合において、そ

の個人が本特例の適用を受けるものとして選択し

た宅地等につき、被相続人等に係る相続税の計算

上、一定面積までの部分について、その課税価格

のうち一定額を減額できる税制です。個人が本特

例の適用を受けるためには、対象となり得る宅地

等を取得した人が 1人のみである場合を除き、そ

の宅地等を取得した人々の全員の同意を得る必要

があります（措法施行令 40条の 2第 5項 3号）。 

 

  （4）本問へのあてはめ 

   本問の場合、相続税の申告時までに遺留分侵害

額請求により次男に支払うべき金銭の額が未確定

のため、上記（2）のただし書より、遺言に基づ

き長男が甲の相続財産を全て取得したものとし

て、相続税の課税価格を計算します。本特例の適

用対象となり得る宅地等を取得したのが長男 1人

のみであることから、上記（3）の下線部より、

その適用に際して他の相続人（次男）の同意は不

要であり、他の要件を満たすことによって長男は

本特例の適用を受けることができます。 
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